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一　

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
の
金
融
庁
は
、
金
融
・
資
本
市
場
の
機
能

の
発
揮
や
魅
力
の
向
上
等
を
通
じ
て
、
わ
が
国
全
体
の

最
適
な
資
金
フ
ロ
ー
を
実
現
し
、
企
業
・
経
済
の
持
続

的
な
成
長
と
安
定
的
な
資
産
形
成
等
に
よ
る
豊
か
な
国

民
生
活
の
実
現
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
進
め
て

き
た
。

　

わ
が
国
の
経
済
社
会
に
つ
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
禍
を
経

て
、
大
き
な
変
革
が
起
こ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
中
で
、
わ
が
国
資
本
市
場
の
一
層
の
機
能
発
揮

を
通
じ
た
経
済
の
回
復
と
持
続
的
な
成
長
に
向
け
て
、

二
〇
二
〇
年
九
月
に
金
融
審
議
会
「
市
場
制
度
ワ
ー
キ

ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
が
設
置
さ
れ
、
成
長
資
金
の
供
給
、

海
外
金
融
機
関
等
の
受
入
れ
に
係
る
制
度
整
備
、
金
融

商
品
取
引
業
者
と
銀
行
と
の
顧
客
情
報
の
共
有
等
に
つ

い
て
精
力
的
に
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
点
を
中
心
に
、
金
融
・
資
本

市
場
を
め
ぐ
る
金
融
庁
の
取
組
内
容
と
今
後
の
展
望
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
。

　

な
お
、
文
中
、
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
、
筆
者
の
個

人
的
見
解
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

二　
「
顧
客
本
位
の
業
務
運
営
」
に
つ
い
て

１　

金
融
審
議
会「
市
場
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」

で
の
議
論

　

国
民
の
安
定
的
な
資
産
形
成
を
促
す
観
点
か
ら
、

「
顧
客
本
位
の
業
務
運
営
に
関
す
る
原
則
」（
以
下
「
原

則
」
と
い
う
）
が
策
定
さ
れ
て
か
ら
約
二
年
半
が
経
過

し
た
二
〇
一
九
年
一
〇
月
以
降
、
市
場
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ
は
、
こ
れ
ま
で
の
進
捗
を
検
証
し
、
海
外
の

規
制
動
向
も
参
考
に
し
つ
つ
、
顧
客
本
位
の
業
務
運
営

の
さ
ら
な
る
進
展
に
向
け
た
方
策
等
に
つ
い
て
検
討
を

行
い
、
二
〇
二
〇
年
八
月
、
報
告
書
を
公
表
し
た
。

　
「
原
則
」
は
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
用
し
て
お
り
、
金
融
事
業
者
が
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク

テ
ィ
ス
を
目
指
し
て
顧
客
本
位
の
良
質
な
金
融
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
競
い
合
う
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
よ

い
取
組
み
を
行
う
金
融
事
業
者
が
顧
客
か
ら
選
択
さ
れ
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る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
市
場
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ

ル
ー
プ
の
議
論
で
は
、
①
金
融
事
業
者
が
「
原
則
」
の

趣
旨
・
精
神
を
十
分
に
咀
嚼
し
て
、
実
効
性
の
あ
る
取

組
み
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
な
い
原
則
も
あ
る
こ
と
や
、

②
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
対
極
に
あ
る
不
適
切
な

事
例
も
未
だ
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
等
が
指
摘
さ
れ

た
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
報
告
書
で
は
、
①
に
関

し
、
金
融
事
業
者
に
よ
る
「
原
則
」
の
実
践
を
支
援
す

る
観
点
か
ら
、「
原
則
」
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
具
体
的
な

取
組
み
の
内
容
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
提
言
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、「
重
要
な
情
報
の
分
か
り
や
す
い
提

供
」（
原
則
五
）
に
関
し
、
金
融
事
業
者
が
金
融
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
を
顧
客
に
提
案
す
る
場
面
に
お
い
て
は
、
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
た
わ
か
り
や
す
い
情
報
提
供
が
重
要
で

あ
る
と
し
て
、「
重
要
情
報
シ
ー
ト
」
を
積
極
的
に
用
い

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
重
要
情
報

シ
ー
ト
は
、
投
資
リ
ス
ク
の
あ
る
金
融
商
品
の
手
数
料

や
従
業
員
の
業
績
評
価
体
系
に
起
因
す
る
利
益
相
反
等

の
重
要
な
情
報
を
簡
潔
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
業
法
の
枠
を
超
え
た
多
様
な

金
融
商
品
を
比
較
し
や
す
く
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。

　

ま
た
、
②
の
不
適
切
事
例
に
対
し
て
は
、
金
融
商
品

取
引
法
の
適
合
性
原
則
や
誠
実
公
正
義
務
を
適
切
に
機

能
さ
せ
る
た
め
、
監
督
指
針
に
お
い
て
、
適
合
性
原
則

の
内
容（
ⅰ
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
適
切
に
把
握

す
る
こ
と
、
ⅱ
顧
客
の
属
性
・
取
引
目
的
を
的
確
に
把
握
す

る
こ
と
、
ⅲ
金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
が
顧
客
の
属

性
・
取
引
目
的
に
適
合
す
る
こ
と
の
合
理
的
根
拠
を
持
つ

こ
と
）
を
明
確
化
し
、
ま
た
、
不
適
当
・
不
誠
実
な
行

為
と
し
て
回
転
売
買
を
勧
誘
し
顧
客
に
過
度
の
手
数
料

を
負
担
さ
せ
る
行
為
等
を
例
示
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ

た
。

　

こ
の
ほ
か
、
わ
が
国
の
急
速
な
高
齢
化
の
進
展
を
踏

ま
え
、
金
融
事
業
者
に
お
い
て
認
知
判
断
能
力
等
が
低

下
し
た
高
齢
顧
客
に
対
す
る
対
応
を
強
化
・
改
善
し
て

い
く
こ
と
に
つ
い
て
も
提
言
さ
れ
て
い
る
。

２　

最
近
の
動
き
と
今
後
の
対
応

　

報
告
書
の
提
言
を
踏
ま
え
、
金
融
庁
は
、
二
〇
二
〇

年
九
月
二
五
日
に
「
原
則
」
の
改
訂
案
と
監
督
指
針
の

改
正
案
を
公
表
し
た
。
改
訂
さ
れ
た
「
原
則
」
に
つ
い

て
は
、
二
〇
二
一
年
か
ら
取
組
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

が
開
始
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、「
重
要
情
報
シ
ー
ト
」
に

つ
い
て
も
、
金
融
事
業
者
に
お
い
て
、
用
意
の
で
き
た

も
の
か
ら
順
次
導
入
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
重
要
情
報
シ
ー
ト
の
導
入
に
よ
る
負
担
増
の

抑
制
や
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
を
考
慮
し
、
重
要
情
報

シ
ー
ト
等
を
使
用
し
て
、
所
定
の
内
容
を
顧
客
に
説
明

し
た
場
合
、
目
論
見
書
等
の
法
定
書
類
に
つ
い
て
紙
で

の
交
付
は
要
し
な
い
と
す
る
内
容
の
関
係
内
閣
府
令
等

の
改
正
案
を
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
一
日
に
公
表
し

た
。
す
で
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
は
終
了
し
て
お

り
、
今
後
す
み
や
か
に
公
布
・
施
行
す
る
予
定
で
あ

る
。

三　

金
融
審
議
会「
市
場
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ

ル
ー
プ
」

１　

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
設
置
の
経
緯

　

コ
ロ
ナ
後
の
経
済
社
会
の
姿
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ

ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
や
サ
プ
ラ

イ
チ
ェ
ー
ン
の
再
構
築
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
非
対
面

化
・
オ
ン
ラ
イ
ン
化
や
大
都
市
集
中
の
是
正
へ
の
対
応

な
ど
の
構
造
変
革
が
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
重
要
な
経
営

課
題
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
産
業
構

造
の
変
革
を
、
わ
が
国
の
資
本
市
場
が
、
コ
ロ
ナ
後
の

実
体
経
済
の
回
復
を
支
え
つ
つ
力
強
く
後
押
し
し
て
い

く
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。

　

こ
う
し
た
中
、
企
業
の
資
金
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
資

本
性
資
金
と
負
債
性
資
金
の
そ
れ
ぞ
れ
が
適
切
に
活
用

さ
れ
る
よ
う
、
上
場
企
業
お
よ
び
非
上
場
企
業
に
と
っ

て
多
様
な
資
金
調
達
手
段
が
用
意
さ
れ
て
い
る
必
要
が

あ
る
。
一
方
、
日
本
の
資
本
市
場
は
、
海
外
の
主
要
市

場
と
比
較
し
て
、
資
金
調
達
機
能
の
発
揮
に
改
善
の
余

地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
中
小
企
業
を
は
じ
め

と
す
る
非
上
場
企
業
の
資
金
調
達
手
段
へ
の
ア
ク
セ
ス

の
拡
充
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
も
踏
ま

え
、
コ
ロ
ナ
後
の
新
た
な
経
済
社
会
を
見
据
え
、
わ
が

国
資
本
市
場
の
一
層
の
機
能
発
揮
を
通
じ
た
経
済
の
回

復
と
持
続
的
な
成
長
に
向
け
て
、
投
資
家
保
護
に
配
意

し
つ
つ
、
成
長
資
金
の
供
給
、
海
外
金
融
機
関
等
の
受



商事法務No.2251 2021. 1. 5

─ 58 ─

入
れ
に
係
る
制
度
整
備
、
金
融
商
品
取
引
業
者
と
銀
行

と
の
顧
客
情
報
の
共
有
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と

と
し
、
二
〇
二
〇
年
九
月
の
第
四
四
回
金
融
審
議
会
総

会
に
お
い
て
金
融
担
当
大
臣
よ
り
諮
問
を
受
け
、
金
融

審
議
会
「
市
場
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」（
以
下

「
市
場
制
度
Ｗ
Ｇ
」
と
い
う
）
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
金

融
商
品
取
引
業
者
等
の
最
良
執
行
方
針
等
の
見
直
し
等

に
つ
い
て
、
市
場
制
度
Ｗ
Ｇ
の
下
に
「
最
良
執
行
の
あ

り
方
等
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」
を
設
置
し
て
検

討
を
行
う
。
各
テ
ー
マ
の
議
論
の
概
要
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

２　

成
長
資
金
の
供
給
の
あ
り
方

　

二
〇
二
〇
年
七
月
一
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
規

制
改
革
実
施
計
画
」
で
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
促
す

環
境
整
備
と
し
て
、
非
上
場
企
業
の
資
金
調
達
の
円
滑

化
と
手
段
の
多
様
化
の
観
点
か
ら
、
プ
ロ
私
募
の
要
件

に
関
し
、
自
身
で
適
切
な
資
産
管
理
と
リ
ス
ク
管
理
が

で
き
る
投
資
家
を
プ
ロ
投
資
家
と
す
る
等
、
有
価
証
券

の
私
募
に
適
用
さ
れ
る
開
示
規
制
の
弾
力
化
に
関
す
る

検
討
を
行
う
こ
と
、
株
式
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
の
制
度
上
限
額
等
の
金
額
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
行

う
こ
と
、
株
主
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
制
度
や
非
上
場
株
式
等

の
取
引
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
非
上
場
株
式
の
勧
誘
制

限
の
見
直
し
を
含
め
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
コ
ロ
ナ
後
の
新
た
な
経
済
社
会
へ
の
変
革
に

向
け
て
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
等
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
や
既
存
事
業
の
再
編
・
再
生
が
求
め
ら
れ
る

中
、
こ
の
よ
う
な
企
業
の
挑
戦
や
構
造
変
革
を
支
え
る

資
本
性
資
金
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
、
市
場
制
度
Ｗ
Ｇ
で
は
、

非
上
場
企
業
等
に
対
す
る
成
長
資
金
の
円
滑
な
供
給
に

向
け
、
投
資
家
保
護
の
観
点
に
留
意
し
つ
つ
、
資
金
の

流
れ
を
多
様
化
す
る
方
策
に
つ
い
て
議
論
を
行
う
。

　

本
テ
ー
マ
に
関
す
る
初
回
の
議
論
と
し
て
、
第
三
回

市
場
制
度
Ｗ
Ｇ
（
一
一
月
一
三
日
）
で
は
、
関
連
す
る
制

度
の
枠
組
み
や
そ
の
利
用
状
況
、
資
本
性
資
金
の
重
要

な
供
給
主
体
で
あ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
Ｖ

Ｃ
）
や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ（
Ｐ
Ｅ
）
フ
ァ
ン

ド
の
現
状
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
今
後
、
非
上
場
株
式
等

の
発
行
・
流
通
の
活
性
化
や
Ｖ
Ｃ
・
Ｐ
Ｅ
フ
ァ
ン
ド
を

通
じ
た
資
金
供
給
の
円
滑
化
に
向
け
た
具
体
的
な
方
策

に
つ
い
て
検
討
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

３　

海
外
金
融
機
関
等
の
受
入
れ
に
係
る
制
度
に
つ

い
て

⑴　

検
討
の
背
景

　

今
般
の
コ
ロ
ナ
禍
を
含
む
国
際
経
済
社
会
の
さ
ま
ざ

ま
な
情
勢
の
変
化
の
中
で
、
国
際
的
な
金
融
ビ
ジ
ネ
ス

が
分
散
・
再
配
置
さ
れ
て
い
く
流
れ
が
想
定
さ
れ
る
。

そ
の
中
で
、
わ
が
国
金
融
市
場
が
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
機
能
の
強
化
を
図
る
こ
と
は
、
国
内
の
雇

用
・
産
業
の
創
出
や
経
済
力
向
上
の
実
現
に
資
す
る
の

み
な
ら
ず
、
国
際
的
な
リ
ス
ク
分
散
等
を
通
じ
て
、
世

界
・
ア
ジ
ア
の
金
融
市
場
の
強
靭
性
の
向
上
に
資
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
た
め
、
海
外
の
資
産
運
用
等
の
金
融
ビ
ジ
ネ
ス

を
日
本
国
内
で
行
い
や
す
く
す
る
こ
と
で
、
金
融
事
業

者
等
の
受
入
れ
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
ま
た
、
ス
キ
ル
の
高
い
人
材
の
国
内
へ
の
集
積
は
、

わ
が
国
の
金
融
・
資
本
市
場
の
機
能
・
魅
力
の
向
上
に

寄
与
し
、
国
内
顧
客
向
け
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の
高
度
化
に

も
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー
の
実
現
の
た
め
に

は
、
海
外
金
融
機
関
等
、
と
り
わ
け
海
外
の
投
資
運
用

業
者
等
の
受
入
れ
の
た
め
の
環
境
整
備
を
一
層
加
速
さ

せ
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

現
行
制
度
の
課
題

　

海
外
の
プ
ロ
投
資
家
を
顧
客
と
す
る
投
資
運
用
業
者

で
あ
っ
て
も
、
日
本
で
投
資
運
用
業
を
行
う
に
は
原
則

と
し
て
金
融
商
品
取
引
法
上
の
「
登
録
」
が
必
要
と
な

り
、
海
外
で
業
務
実
績
が
あ
る
場
合
で
も
、
登
録
手
続

に
は
一
定
の
時
間
を
要
す
る
。

　

こ
の
現
行
制
度
に
つ
い
て
は
、
海
外
の
投
資
運
用
業

者
の
受
入
れ
に
関
し
、
①
主
と
し
て
海
外
の
資
金
を
運

用
す
る
海
外
事
業
者
を
必
ず
し
も
想
定
し
て
い
な
い
、

②
海
外
の
資
金
の
み
を
運
用
す
る
海
外
事
業
者
に
つ
い

て
、
参
入
時
や
そ
の
後
の
監
督
に
お
い
て
、
海
外
で
の

業
務
実
績
や
現
に
海
外
当
局
に
よ
る
監
督
等
を
受
け
て

い
る
こ
と
を
勘
案
し
て
い
な
い
等
の
課
題
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

⑶　

金
融
審
議
会
に
お
け
る
検
討

　

市
場
制
度
Ｗ
Ｇ
で
は
、
前
記
の
課
題
を
踏
ま
え
、
海
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外
投
資
運
用
業
者
の
受
入
れ
に
係
る
制
度
整
備
に
つ
い

て
検
討
が
行
わ
れ
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
三
日
に
報

告
書
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

　

当
該
報
告
書
に
は
、
主
と
し
て
海
外
の
プ
ロ
投
資
家

（
外
国
法
人
や
一
定
の
資
産
を
保
有
す
る
外
国
居
住
の
個

人
）
を
顧
客
と
す
る
フ
ァ
ン
ド
の
投
資
運
用
業
に
つ
い

て
、「
届
出
」
に
よ
り
、
日
本
国
内
で
業
務
を
行
え
る
よ

う
、
新
た
な
類
型
を
整
備
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
旨

が
盛
り
込
ま
れ
た
。

　

ま
た
、
海
外
に
お
い
て
当
局
に
よ
る
許
認
可
等
を
受

け
、
海
外
の
顧
客
資
金
の
運
用
実
績
が
あ
る
投
資
運
用

業
者
に
つ
い
て
、
海
外
の
資
金
の
み
を
運
用
す
る
場
合

は
、
日
本
で
「
登
録
」
等
を
得
る
ま
で
の
一
定
の
期
間
、

「
届
出
」
に
よ
り
、
日
本
国
内
で
の
業
務
を
行
え
る
よ

う
、
新
た
な
特
例
（
時
限
措
置
）
を
整
備
す
べ
き
で
あ
る

旨
も
併
せ
て
盛
り
込
ま
れ
た
。

　

金
融
庁
と
し
て
は
、
市
場
制
度
Ｗ
Ｇ
の
報
告
書
に
示

さ
れ
た
考
え
方
を
踏
ま
え
、
わ
が
国
資
本
市
場
の
国
際

金
融
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
発
揮
に
向
け
て
、
適
切

な
制
度
整
備
を
進
め
て
い
く
。

４　

金
融
商
品
取
引
業
者
と
銀
行
と
の
顧
客
情
報
の

共
有
等
の
あ
り
方

　

い
わ
ゆ
る
「
フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
規
制
」
と
は
、

同
一
金
融
グ
ル
ー
プ
内
の
銀
行
・
証
券
会
社
間
に
お
い

て
、
顧
客
の
非
公
開
情
報
を
顧
客
の
同
意
な
く
共
有
す

る
こ
と
の
禁
止
等
か
ら
な
る
規
制
で
あ
る
。
本
規
制

は
、
一
九
九
三
年
に
同
一
グ
ル
ー
プ
内
に
お
い
て
銀
行

業
・
証
券
業
を
営
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
際
に
、
主

に
、
証
券
会
社
間
の
公
正
な
競
争
の
確
保
、
利
益
相
反

取
引
の
防
止
、
顧
客
情
報
の
適
切
な
保
護
の
観
点
か
ら

設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
数
次
に
わ
た
り
見

直
し
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　

二
〇
二
〇
年
七
月
一
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
成

長
戦
略
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」
に
お
い
て
、「
我
が
国
金
融

機
関
が
海
外
の
同
業
他
社
と
同
じ
競
争
条
件
で
切
磋
琢

磨
し
我
が
国
金
融
資
本
市
場
の
魅
力
を
高
め
」
る
と
い

う
観
点
か
ら
、「
外
国
法
人
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
銀

証
フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
規
制
の
対
象
か
ら
の
除
外
等

に
つ
い
て
検
討
す
る
」
こ
と
と
し
、「
国
内
顧
客
を
含
め

た
フ
ァ
イ
ア
ー
ウ
ォ
ー
ル
規
制
の
必
要
性
に
つ
い
て
も

公
正
な
競
争
環
境
に
留
意
し
つ
つ
検
討
す
る
」
こ
と
と

さ
れ
た
。

　

市
場
制
度
Ｗ
Ｇ
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
、
外
国
法

人
顧
客
に
係
る
情
報
授
受
規
制
に
つ
い
て
は
、
海
外
に

お
け
る
規
制
と
の
同
等
性
や
海
外
金
融
機
関
と
の
国
際

競
争
力
等
の
観
点
か
ら
、
緩
和
の
方
向
で
の
検
討
が
望

ま
し
く
、
ま
た
、
諸
外
国
に
お
け
る
利
益
相
反
管
理
等

の
顧
客
保
護
に
係
る
取
組
み
が
進
展
し
て
い
る
中
、
当

該
顧
客
が
経
済
活
動
を
行
う
国
に
お
け
る
規
制
に
ゆ
だ

ね
る
こ
と
で
よ
く
、
本
邦
規
制
を
上
乗
せ
し
て
課
す
必

要
性
は
高
く
な
い
と
い
う
意
見
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、

国
内
顧
客
に
係
る
情
報
授
受
規
制
に
つ
い
て
は
、
国
際

競
争
力
の
強
化
の
観
点
を
踏
ま
え
、
顧
客
の
利
便
性
向

上
に
つ
な
が
る
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い

う
意
見
や
、
個
人
と
法
人
、
上
場
企
業
・
大
企
業
と
非

上
場
の
中
堅
・
中
小
企
業
は
区
別
し
て
検
討
す
べ
き
と

い
う
意
見
、
顧
客
情
報
の
保
護
や
利
益
相
反
取
引
の
未

然
防
止
等
の
弊
害
防
止
は
適
切
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
意
見
が
み
ら
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
意
見
を
受
け
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
三

日
に
公
表
さ
れ
た
「
金
融
審
議
会
市
場
制
度
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
第
一
次
報
告
」
に
お
い
て
、
外
国
法
人

顧
客
情
報
に
つ
い
て
は
、
国
際
競
争
力
強
化
等
の
観
点

か
ら
、
情
報
授
受
規
制
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が

適
当
と
さ
れ
た
。
な
お
、
国
内
顧
客
に
係
る
情
報
授
受

規
制
等
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
を
進
め
て
い
く

こ
と
と
さ
れ
た
。

　

今
後
、
本
報
告
書
の
内
容
を
踏
ま
え
、
必
要
な
内
閣

府
令
の
改
正
に
向
け
た
作
業
を
進
め
て
い
く
と
と
も

に
、
国
内
顧
客
に
係
る
情
報
授
受
規
制
等
に
つ
い
て

は
、
海
外
の
制
度
や
実
務
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
証
券

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
公
正
な
競
争
の
促
進
や
投
資
家
保

護
、
顧
客
情
報
の
適
切
な
保
護
、
資
本
市
場
に
お
け
る

グ
ロ
ー
バ
ル
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
の
整
合
性
の
確
保
に

よ
る
金
融
機
関
の
国
際
競
争
力
の
強
化
等
の
観
点
を
踏

ま
え
、
引
き
続
き
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

５　

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
最
良
執
行
方
針
等
に

つ
い
て

　

わ
が
国
で
は
、
一
九
九
八
年
に
取
引
所
集
中
義
務
の

撤
廃
と
併
せ
て
Ｐ
Ｔ
Ｓ
（
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
）
運
営
業

務
が
導
入
さ
れ
、
上
場
株
式
を
取
り
扱
う
Ｐ
Ｔ
Ｓ
が
解

禁
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
五
年
に
、
市
場
間
競
争
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を
促
進
す
る
た
め
に
取
引
所
取
引
の
原
則
が
見
直
さ
れ

た
際
、
投
資
家
保
護
の
観
点
か
ら
、
金
融
商
品
取
引
業

者
等
は
、
有
価
証
券
等
取
引
に
関
す
る
顧
客
の
注
文
に

つ
い
て
、
最
良
の
取
引
の
条
件
で
執
行
す
る
た
め
の
方

針
お
よ
び
方
法
（
最
良
執
行
方
針
等
）
を
定
め
、
こ
れ
に

従
い
注
文
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
の
義
務
が

導
入
さ
れ
た
。

　

そ
の
際
、
当
時
の
市
場
イ
ン
フ
ラ
や
大
多
数
の
投
資

家
に
と
っ
て
取
引
所
で
執
行
す
る
こ
と
が
利
益
に
合
致

し
て
い
る
実
情
等
を
踏
ま
え
、
最
良
の
取
引
の
条
件
で

あ
る
か
は
、
価
格
の
み
な
ら
ず
、
コ
ス
ト
、
ス
ピ
ー
ド
、

執
行
可
能
性
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
総
合
的
に
勘
案

し
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
多

く
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
最
良
執
行
方
針
等
に

は
、
流
動
性
、
約
定
可
能
性
、
取
引
の
ス
ピ
ー
ド
等
を

考
慮
し
て
、
原
則
と
し
て
金
融
商
品
取
引
所
市
場
に
注

文
を
取
り
次
ぐ
も
の
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
取
引
所
取

引
の
原
則
を
撤
廃
し
た
目
的
で
あ
る
市
場
間
競
争
の
促

進
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

一
方
、
最
良
執
行
方
針
等
に
関
す
る
規
制
の
導
入
当

時
と
比
較
す
れ
ば
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
の
シ
ェ
ア
も
徐
々
に
増
加

し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
を
含
め
た
複
数
の
市
場
か

ら
最
良
価
格
を
提
示
し
て
い
る
市
場
を
検
索
し
注
文
を

執
行
す
るSm

art O
rder R

outing

（
Ｓ
Ｏ
Ｒ
）
と
い
う
シ

ス
テ
ム
が
普
及
し
つ
つ
あ
る
。

　

こ
う
し
た
新
た
な
技
術
の
下
、
注
文
執
行
に
お
け
る

投
資
家
保
護
と
透
明
性
確
保
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
最
良
執
行
方
針
等
に
関
す
る
規
制
に
つ

い
て
見
直
す
べ
き
点
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
市
場

制
度
Ｗ
Ｇ
の
下
に
「
最
良
執
行
の
あ
り
方
等
に
関
す
る

タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」
を
設
置
し
て
、
検
討
を
開
始
し
た
。

二
〇
二
〇
年
一
二
月
一
八
日
に
第
一
回
会
合
を
開
催
し

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
市
場
間
競
争
の
現
状

等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
投
資
家
保
護
の
観
点
か
ら
検
討
を

行
っ
て
い
く
。

四　

取
引
所
を
め
ぐ
る
動
き

１　

東
京
証
券
取
引
所
で
発
生
し
た
シ
ス
テ
ム
障
害

に
つ
い
て

⑴　

シ
ス
テ
ム
障
害
の
概
要

　

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
日
、
東
京
証
券
取
引
所
（
以

下
「
東
証
」
と
い
う
）
は
、
現
物
株
式
売
買
シ
ス
テ
ム

（
以
下
「arrow

head

」
と
い
う
）
の
障
害
（
以
下
「
本
障
害
」

と
い
う
）
の
発
生
に
よ
り
、
終
日
、
現
物
株
式
市
場
に

お
け
る
全
銘
柄
の
取
引
を
停
止
し
た
。

　

直
接
的
な
原
因
は
、arrow

head

内
の
共
有
デ
ィ
ス
ク

装
置
（
以
下
「
Ｎ
Ａ
Ｓ
（
注
一
）」
と
い
う
）
内
の
メ
モ

リ
ー
カ
ー
ド
（
以
下
「
メ
モ
リ
」
と
い
う
）
の
故
障
で
あ

り
、
シ
ス
テ
ム
自
体
は
、
午
前
中
に
復
旧
し
、
売
買
再

開
は
可
能
と
な
っ
た
も
の
の
、
売
買
再
開
ル
ー
ル
が
未

整
備
で
あ
り
、
取
引
参
加
者
や
投
資
家
に
大
き
な
混
乱

を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
終
日
、
売
買

を
停
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

な
お
、
終
日
、
全
銘
柄
の
取
引
を
売
買
停
止
し
た
の

は
、
売
買
を
シ
ス
テ
ム
化
し
た
一
九
九
九
年
以
降
、
は

じ
め
て
で
あ
っ
た
。

⑵　

本
障
害
の
発
生
原
因
（
図
表
１
参
照
）

①　

メ
モ
リ
の
故
障

　

本
障
害
の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
た
故
障
し
た
メ
モ

リ
は
、
二
台
あ
る
Ｎ
Ａ
Ｓ
の
う
ち
一
号
機
内
に
あ
っ

た
。
検
証
の
結
果
、
当
該
故
障
は
偶
発
的
な
故
障
と
判

明
し
た
。

②　

Ｎ
Ａ
Ｓ
の
自
動
切
替
え
不
作
動

　

Ｎ
Ａ
Ｓ
は
、
一
号
機
、
二
号
機
の
一
方
に
不
具
合
が

発
生
す
る
と
、
も
う
一
方
に
自
動
的
に
処
理
を
引
き
継

ぐ
（
テ
イ
ク
オ
ー
バ
ー
）
設
計
で
あ
っ
た
が
、
設
定
ミ
ス

（
注
二
）
な
ど
に
よ
り
、
障
害
発
生
時
に
自
動
切
替
え
は

作
動
し
な
か
っ
た
。

③　

売
買
停
止
機
能
の
不
作
動

　

東
証
は
、
複
数
の
売
買
停
止
方
法
を
用
意
し
て
い
た

も
の
の
、
い
ず
れ
も
本
障
害
に
よ
り
機
能
停
止
し
た
Ｎ

Ａ
Ｓ
の
正
常
稼
働
を
前
提
と
し
て
い
た
た
め
、
売
買
停

止
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

⑶　

金
融
庁
の
対
応

　

金
融
庁
は
、
一
〇
月
二
日
、
東
証
お
よ
び
日
本
取
引

所
グ
ル
ー
プ
（
以
下
「
Ｊ
Ｐ
Ｘ
」
と
い
う
）
に
対
し
、
本

障
害
に
係
る
原
因
究
明
や
再
発
防
止
策
の
策
定
等
を
求

め
る
報
告
徴
求
命
令
を
発
出
し
、
そ
の
後
、
本
障
害
の

発
生
原
因
や
改
善
す
べ
き
点
等
の
把
握
を
目
的
と
し

て
、
両
社
に
対
す
る
検
査
を
実
施
し
た
。

　

そ
の
後
、
両
社
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
書
お
よ
び
検

査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
結
果
、
本
障
害
は
、
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直
接
的
に
は
機
器
の
故
障
が
原
因
で
あ
っ
た
が
、
機
器

の
自
動
切
替
え
設
定
の
不
備
や
売
買
再
開
ル
ー
ル
の
未

整
備
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
一
一
月
三
〇
日
、
両

社
に
対
し
、
再
発
防
止
策
の
確
実
な
実
行
や
責
任
の
所

在
の
明
確
化
等
を
求
め
る
以
下
の
業
務
改
善
命
令
を
発

出
し
た
。

　
〔
東
証
に
対
す
る
業
務
改
善
命
令
〕

　

① 　

以
下
の
再
発
防
止
策
を
迅
速
か
つ
確
実
に
実
施

す
る
こ
と

　
　

・
自
動
切
替
え
失
敗
に
係
る
再
発
防
止
策

　
　

・
売
買
停
止
機
能
作
動
せ
ず
に
係
る
再
発
防
止
策

　
　

・
売
買
再
開
ル
ー
ル
の
不
備
に
係
る
再
発
防
止
策

　
　

・ 

こ
れ
ま
で
の
「
ネ
バ
ー
ス
ト
ッ
プ
」
に
加
え
、

今
後
は
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」（
障
害
回
復
力
）
を

向
上
さ
せ
る
と
の
基
本
的
な
考
え
方
を
踏
ま

え
、
施
策
の
洗
い
出
し
お
よ
び
必
要
な
対
応
を

実
施
す
る
こ
と

　

②　

責
任
の
所
在
の
明
確
化

　
　

 　

市
場
開
設
者
と
し
て
の
責
任
の
所
在
の
明
確
化

を
図
る
こ
と

　
〔
Ｊ
Ｐ
Ｘ
に
対
す
る
業
務
改
善
命
令
〕

　

① 　

東
証
だ
け
で
な
く
グ
ル
ー
プ
内
の
大
阪
取
引
所

な
ど
を
含
め
、
再
発
防
止
策
を
迅
速
か
つ
確
実
に

実
施
さ
せ
る
こ
と

　

②　

責
任
の
所
在
の
明
確
化

⑷　

今
後
の
対
応

　

本
障
害
は
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
の
誤
設
定
に
よ
る
自
動
切
替
え

不
作
動
と
い
う
「
想
定
外
」
の
事
象
が
生
じ
た
こ
と
、

「
ネ
バ
ー
ス
ト
ッ
プ
」
を
重
視
す
る
あ
ま
り「
レ
ジ
リ
エ

ン
ス
」（
障
害
回
復
力
）
の
整
備
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
が

大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
件
を
踏
ま
え
、
東
証
お
よ
び
Ｊ
Ｐ
Ｘ
は
、
再
び「
想

定
外
」
の
事
象
に
起
因
す
る
障
害
が
発
生
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
シ
ス
テ
ム
対
応
、
手
続
・
ル
ー
ル
策
定
、

関
係
者
を
含
め
た
テ
ス
ト
の
実
施
等
、
あ
ら
ゆ
る
面
か

ら
十
分
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

金
融
庁
と
し
て
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｘ
の
再
発
防
止
策
検
討
協

議
会
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
二
〇
二
一
年
三
月
の
報
告
書
取
り
ま
と
め
に
向

け
、
取
引
所
と
協
力
・
連
携
し
て
い
く
と
と
も
に
、
業

務
改
善
命
令
に
お
け
る
再
発
防
止
策
が
確
実
に
実
施
さ

れ
る
よ
う
、
引
き
続
き
フ
ォ
ロ
ー
し
て
ま
い
り
た
い
。

２　

総
合
取
引
所
の
実
現

⑴　

経
緯
・
背
景

　

わ
が
国
に
お
け
る
総
合
取
引
所
の
実
現
構
想
は
、
二

〇
〇
七
年
に
政
府
が
方
針
を
打
ち
出
し
た
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
が
、
以
降
、
関
係
省
庁
と
の
協
議
な
ど
の
合
意

形
成
が
得
ら
れ
ず
、
議
論
は
停
滞
し
て
い
た
。

　

二
〇
一
八
年
度
に
入
り
、
規
制
改
革
推
進
会
議
が
総

合
取
引
所
の
実
現
を
含
む
「
規
制
改
革
推
進
に
関
す
る

第
四
次
答
申
」
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
な
ど
、

動
き
が
加
速
し
た
。

　

二
〇
一
九
年
三
月
に
は
、
Ｊ
Ｐ
Ｘ
と
東
京
商
品
取
引

所（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
）
が
経
営
統
合
に
関
す
る
基
本
合
意
を

行
い
、
同
年
一
〇
月
一
日
に
Ｊ
Ｐ
Ｘ
が
Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
を

子
会
社
化
し
た
。

　

そ
し
て
二
〇
二
〇
年
七
月
二
七
日
、
Ｊ
Ｐ
Ｘ
は
、
貴

金
属
（
金
、
銀
、
白
金
、
パ
ラ
ジ
ウ
ム
）、
ゴ
ム
、
農
産
品

（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
大
豆
、
小
豆
）
の
市
場
を
Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｍ

か
ら
大
阪
取
引
所
に
移
管
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
大
阪
取
引
所
は
、
証
券
分
野
と
商
品

〔図表１〕　東証システム障害の概要（2020.10.1）

④発注済注文

取引システム

情報配信
ゲートウェイ

売買監視
サーバ

運用系ネットワーク

証券会社

顧客

⑤遮断
注文売買系ネットワーク

③異常

③異常

売り
・・・
・・・

買い

・・・
・・・

ディスク装置１ ディスク装置２

③停止不能

①ディスク装置が故障

②切換え不作動（設定誤り）

③売買監視サーバー等が停止

　⇒取引システムを停止できず

④取引システムにおいて，証券会社から

　一部の注文を受付け

⑤遮断（異常停止）

⇐取引再開時に④の注文（売買停止により

　無効）をクリアにする必要があったが，

　そのルールが未整備であった。

④注文
（約151万件）

①機器故障

②切替え不作動
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分
野
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
日
経
二
二
五
先
物
、
金
先

物
な
ど
）
を
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
取
り
扱
う
こ
と
と
な
り
、

こ
こ
に
総
合
取
引
所
が
実
現
し
た
（
図
表
２
参
照
）。
ま

た
、
清
算
機
関
に
つ
い
て
も
、
日
本
証
券
ク
リ
ア
リ
ン

グ
機
構
（
Ｊ
Ｓ
Ｃ
Ｃ
）
と
日
本
商
品
清
算
機
構
（
Ｊ
Ｃ
Ｃ

Ｈ
）
が
統
合
さ
れ
、
投
資
家
の
利
便
性
向
上
の
観
点
か

ら
も
重
要
と
考
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
大
阪
取
引
所
お
よ
び
そ
の
取
引
参
加
者

は
、
金
融
商
品
取
引
法
の
規
制
に
服
し
、
金
融
庁
の
監

督
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
規
制
・
監
督
の
一
元
化
も
図

ら
れ
て
い
る
。

⑵　

原
油
等
指
数
先
物
の
上
場

　

わ
が
国
に
総
合
取
引
所
が
実
現
し
た
も
の
の
、
ド
バ

イ
原
油
、
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
、
軽
油
、
電
力
な
ど
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
市
場
は
大
阪
取
引
所
に
移
管
さ
れ
ず
、
引
き

続
き
Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
に
お
い
て
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

特
に
原
油
市
場
は
投
資
家
ニ
ー
ズ
が
高
い
た
め
、
大

阪
取
引
所
と
し
て
は
、
原
油
商
品
先
物
の
上
場
を
実
現

さ
せ
る
た
め
、
原
油
取
引
に
係
る
主
要
な
指
標
の
ラ
イ

セ
ン
ス
を
保
有
す
る
海
外
取
引
所
と
交
渉
を
重
ね
て
き

た
。

　

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
Ｃ
Ｍ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
の
Ｎ
Ｙ
Ｍ

Ｅ
Ｘ（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
取
引
所
）
に
上

場
さ
れ
、
世
界
的
に
知
名
度
の
高
い
Ｗ
Ｔ
Ｉ
（
ウ
エ
ス

ト
・
テ
キ
サ
ス
・
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
ト
）
な
ど
を
構

成
銘
柄
と
す
る
「
Ｃ
Ｍ
Ｅ
原
油
等
指
数
先
物
」（
Ｃ
Ｍ
Ｅ

Ｐ
Ｉ
（C

M
E

 Petroleum
 Index

）
先
物
）
を
新
た
に
大
阪

取
引
所
に
上
場
さ
せ
る
方
向
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
商
品
は
、
Ｃ
Ｍ
Ｅ
市
場
に
上
場
さ
れ
て
い
る
Ｗ
Ｔ

Ｉ
、
ガ
ソ
リ
ン
、
軽
油
の
三
つ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
先
物
で

構
成
さ
れ
、
う
ち
七
割
以
上
を
Ｗ
Ｔ
Ｉ
が
占
め
る
た

め
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
Ｗ
Ｔ
Ｉ
の
値
動
き
に
ほ
ぼ
連

動
す
る
。

　

Ｃ
Ｍ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
は
、
す
で
に
二
〇
二
〇
年
八
月
か

ら
本
商
品
の
指
数
を
公
表
し
て
お
り
、
大
阪
取
引
所

は
、
二
〇
二
一
年
秋
に
Ｃ
Ｍ
Ｅ
Ｐ
Ｉ
先
物
を
上
場
さ
せ

る
方
針
で
あ
る
。

⑶　

今
後
の
課
題

　

わ
が
国
に
お
い
て
、
株
価
指
数
先
物
か
ら
商
品
先
物

ま
で
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
総
合

取
引
所
が
実
現
し
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
が
、

海
外
の
取
引
所
に
比
べ
る
と
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の

取
引
高
は
大
き
く
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
（
図
表
３
参

照
）。
ま
た
、
総
合
取
引
所
に
お
け
る
取
引
高
の
拡
大
の

た
め
、
さ
ら
な
る
取
引
参
加
者
の
拡
大
も
必
要
で
あ

る
。

　

大
阪
取
引
所
は
、
総
合
取
引
所
の
実
現
を
通
じ
て
投

資
家
利
便
の
向
上
（
取
扱
商
品
の
多
様
化
）、
先
物
取
引

の
流
動
性
向
上
、
国
際
競
争
力
強
化
を
図
る
こ
と
と
し

て
お
り
、
金
融
庁
と
し
て
も
こ
う
し
た
大
阪
取
引
所
の

取
組
み
を
後
押
し
し
て
い
く
と
と
も
に
、
原
油
先
物
の

総
合
取
引
所
で
の
取
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
、
関
係
者
と

の
連
携
を
密
に
し
な
が
ら
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り

た
い
。

〔図表２〕　総合取引所の実現スキーム（2020年７月27日以降）

東京商品取引所
（ＴＯＣＯＭ）
商品デリバティブ

石油（ドバイ原油，軽油，
　　　灯油，ガソリン）
電力
ＬＮＧ（検討中）

経産省
（商先法）

下線部の商品を
7月27日に移管

日本取引所グループ（ＪＰＸ）（持株会社）

東京証券取引所
現物株式

大阪取引所
証券デリバティブ(日経225先物等)

商品デリバティブ
貴金属（金，銀，白金，パラジウム）
ゴム
農産品（大豆，小豆，とうもろこし）
石油（TOCOMに上場されている
　　　商品以外：引き続き協議）

日本商品清算機構
（ＪＣＣＨ）
清算機関

日本証券クリアリング機構
（ＪＳＣＣ）
清算機関

清算機関の統合

金融庁
（金商法）
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３　

祝
日
取
引
の
実
現
に
向
け
た
対
応

⑴　

経
緯
・
背
景

　

わ
が
国
は
諸
外
国
と
比
べ
て
祝
日
日
数
が
多
く
、
さ

ら
に
年
末
年
始
も
含
め
て
現
物
・
先
物
と
も
に
取
引
所

が
閉
場
し
て
い
る
（
図
表
４
参
照
）。

　

そ
の
状
況
下
に
お
い
て
、
二
〇
一
九
年
の
一
〇
連
休

の
際
、
他
国
市
場
で
大
き
な
変
動
が
あ
っ
た
場
合
に
日

本
市
場
の
み
が
閉
場
し
て
い
る
た
め
、
本
邦
投
資
家
の

み
が
リ
ス
ク
を
回
避
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
課
題

が
強
く
認
識
さ
れ
、
こ
れ
を
機
に
わ
が
国
に
お
け
る
祝

日
取
引
開
始
に
向
け
た
議
論
が
本
格
的
に
進
ん
で
い
っ

た
。

　

祝
日
に
現
物
株
式
を
取
引
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

①
低
流
動
性
株
式
の
価
格
形
成
へ
の
懸
念
、
②
適
時
開

示
対
応
の
た
め
に
祝
日
対
応
が
必
要
と
な
る
上
場
企
業

へ
の
配
慮
、
③
投
資
信
託
の
基
準
価
額
算
出
な
ど
市
場

が
開
く
こ
と
に
よ
る
影
響
範
囲
が
広
く
論
点
が
多
岐
に

わ
た
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ｐ
Ｘ
で
は
、
こ
う
し
た
論
点
が

生
じ
に
く
い
日
経
二
二
五
な
ど
の
先
物
取
引
に
つ
い
て

議
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
大
阪
取
引
所
は
、
具
体
的
か
つ
詳
細

な
検
討
を
行
う
た
め
、
二

〇
二
〇
年
一
月
に
、
市
場

参
加
者
で
構
成
す
る
「
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
の
祝
日
取
引

に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
」（
祝
日
Ｗ
Ｇ
）
を

設
置
し
、
同
年
六
月
三
〇

日
に
報
告
書
を
取
り
ま
と

め
、
祝
日
取
引
の
開
始
の

方
向
を
公
表
し
た
。

⑵　

報
告
書
の
概
要

　

二
〇
二
〇
年
六
月
に
大

阪
取
引
所
が
公
表
し
た
報

告
書
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

　

① 　

祝
日
取
引
の
具
体

的
な
対
象
日
は
、
土

曜
、
日
曜
お
よ
び
一

月
一
日
を
除
く
す
べ

て
の
休
業
日
（
シ
ス

テ
ム
対
応
の
た
め
三

連
休
を
二
〜
三
回
残

す
以
外
の
祝
日
は
取

引
を
行
う
方
向
で
検

討
）。

　

② 　

祝
日
取
引
の
対
象

商
品
は
、
指
数
先

物
・
オ
プ
シ
ョ
ン
、

〔図表４〕　取引所（先物・オプション市場）の祝日取引の状況

区分 日本
（大取）

米国
（CME）

英国
（ICE Europe）

ドイツ
（Eurex）

シンガポール
（SGX）

香港
（HKX）

国民の祝日 16日 10日 8日 9日 11日 17日
祝日取引の有無 なし あり あり あり あり なし
祝日取引の日数 ０日 ８日 ５日 ２日 ７日 ０日

〔図表３〕�　取引所におけるデリバティブ取引（有価証券，
為替，金利，商品ほか）の年間取引残高ランキ
ング（2019年）

取引所 所在地 総取引高
（億枚）

1 インド国立証券取引所 インド 59.61
2 CMEグループ 米国 48.30
3 B3 ブラジル 38.81

4 インターコンチネンタル取
引所 米国 22.57

5 ユーレックス ドイツ 19.47

6 シカゴオプション取引所
（CBOEHD） 米国 19.12

7 ナスダック 米国 17.85
8 韓国取引所 韓国 15.47
9 モスクワ取引所 ロシア 14.55
10 上海先物取引所 中国 14.48
11 大連商品取引所 中国 13.56
12 鄭州商品取引所 中国 10.93
13 ボンベイ証券取引所（BSE） インド 10.26

14 マイアミインターナショナ
ルホールディングス 米国  4.40

15 香港取引所 香港  4.39
16 イスタンブール証券取引所 トルコ  3.88
17 日本取引所グループ 日本  3.61
18 インド・マルチ商品取引所 インド  3.07
19 台湾先物取引所 台湾  2.61
20 オーストラリア証券取引所 オーストラリア  2.60
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商
品
先
物
・
オ
プ
シ
ョ
ン
と
す
る
。
市
場
参
加
者

に
祝
日
取
引
の
ニ
ー
ズ
が
低
い
国
債
先
物
・
オ
プ

シ
ョ
ン
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
は
対
象
外
と
す

る
。

　

③　

祝
日
取
引
へ
の
証
券
会
社
の
参
加
は
任
意
。

　

④ 　

祝
日
取
引
の
取
引
日
の
考
え
方
は
、
ナ
イ
ト

セ
ッ
シ
ョ
ン
の
延
長
と
し
て
行
い
（
注
三
）、
決
済

等
は
祝
日
の
次
営
業
日
分
と
合
わ
せ
て
行
う
（
祝

日
が
月
曜
の
場
合
、
月
曜
と
火
曜
を
合
わ
せ
て
取
引

さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
）。

　

⑤ 　

リ
ス
ク
管
理
は
、
祝
日
取
引
に
参
加
す
る
清
算

参
加
者
に
対
し
て
、
取
引
証
拠
金
の
事
前
割
増
を

求
め
る
（
現
在
の
想
定
は
三
〇
％
（
た
だ
し
、
祝
日

取
引
が
二
日
連
続
す
る
場
合
は
四
五
％
、
三
日
連
続

す
る
場
合
は
六
〇
％
））。

⑶　

今
後
の
対
応
方
針

　

大
阪
取
引
所
は
、
祝
日
Ｗ
Ｇ
の
報
告
書
に
お
い
て
、

二
〇
二
二
年
秋
ま
た
は
二
〇
二
三
年
初
旬
の
祝
日
取
引

開
始
を
目
標
と
し
て
準
備
を
進
め
て
い
く
と
し
て
い

る
。

　

金
融
庁
と
し
て
は
、

　

① 　

祝
日
中
に
外
国
市
場
で
大
き
な
変
動
が
あ
っ
た

際
の
投
資
家
へ
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
手
段
の
提
供

② 　

日
本
の
市
場
の
国
際
競
争
力
強
化

の
観
点
か
ら
、
祝
日
取
引
は
意
義
の
あ
る
も
の
と
考
え

て
お
り
、
投
資
家
の
利
便
性
が
向
上
し
、
日
本
の
金

融
・
資
本
市
場
が
さ
ら
に
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
お
り
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
祝
日
取
引
開
始
を
後
押
し

し
て
ま
い
り
た
い
。

４　

東
証
の
市
場
区
分
の
見
直
し
に
向
け
た
所
要
の

規
則
改
正

　

東
証
は
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
の
金
融
審
議
会
市
場

構
造
専
門
グ
ル
ー
プ
の
報
告
書
を
踏
ま
え
、
二
〇
二
二

年
四
月
に
現
在
の
市
場
区
分
を
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
市

場
・
プ
ラ
イ
ム
市
場
・
グ
ロ
ー
ス
市
場
の
三
つ
の
市
場

区
分
に
見
直
す
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
新
市
場
区
分

へ
の
円
滑
な
移
行
を
実
現
す
る
た
め
、
二
〇
二
〇
年

末
、
所
要
の
規
則
改
正
を
行
う
旨
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
公
表
し
た
。
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

①　

上
場
審
査
基
準
、
上
場
維
持
基
準
の
見
直
し

　

現
行
の
流
通
株
式
の
定
義
を
見
直
し
（
注
四
）、
新
た

に
プ
ラ
イ
ム
市
場
に
上
場
す
る
会
社
は
、
上
場
審
査
基

準
、
上
場
維
持
基
準
と
も
に
、
流
通
株
式
時
価
総
額
一

〇
〇
億
円
以
上
、流
通
株
式
比
率
三
五
％
以
上
と
す
る
。

　

ま
た
、
移
行
基
準
日
に
上
場
維
持
基
準
に
適
合
し
な

い
上
場
会
社
に
つ
い
て
は
、
改
訂
後
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
へ
対
応
す
る
と
と
も
に
、
基
準

の
適
合
に
向
け
た
改
善
計
画
書
を
提
出
し
た
場
合
は
、

経
過
措
置
と
し
て
プ
ラ
イ
ム
市
場
へ
の
上
場
を
可
能
と

す
る
。

②　

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
算
出
ル
ー
ル
の
見
直
し

　

新
市
場
区
分
へ
移
行
後
の
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
構
成
銘
柄

は
、
プ
ラ
イ
ム
市
場
の
流
通
株
式
時
価
総
額
一
〇
〇
億

円
以
上
の
銘
柄
と
す
る
。

五　

お
わ
り
に

　

以
上
、
金
融
・
資
本
市
場
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
課

題
に
つ
い
て
、
金
融
庁
の
取
組
み
と
今
後
の
展
望
に
つ

い
て
、
申
し
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
含
め
、
本
年
も

透
明
・
公
正
か
つ
活
力
あ
る
金
融
・
資
本
市
場
の
実
現

に
向
け
た
取
組
み
を
進
め
て
い
く
所
存
で
あ
り
、
関
係

者
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
引
き
続
き
お
願
い
申

し
上
げ
た
い
。

（
注
一
） 

N
etw

ork A
ttached Storage

：
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
直
接
接
続
し
て
使
用
す
る
フ
ァ
イ
ル

サ
ー
バ
。

（
注
二
） 

Ｎ
Ａ
Ｓ
は
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
の
納
入
元
が
Ｏ
Ｅ
Ｍ
販
売

し
て
い
る
製
品
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｏ
Ｅ
Ｍ
ベ
ン
ダ
ー

は
、
仕
様
変
更
（
初
期
設
定
値
で
テ
イ
ク
オ
ー
バ
ー
は

作
動
し
な
い
）
を
Ｎ
Ａ
Ｓ
の
納
入
元
に
通
知
せ
ず
、
Ｎ

Ａ
Ｓ
の
納
入
元
（
お
よ
び
東
証
）
は
、
当
該
仕
様
変
更

に
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
設
定
ミ
ス
が
生
じ

た
。

（
注
三
） 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
営
業
日
は
一
五
時
一
五
分
で

終
了
（
終
値
）
と
な
る
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
の
ナ
イ
ト
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
一
六
時
三
〇
分
〜
二

九
時
三
〇
分
）
は
、
翌
営
業
日
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

（
注
四
） 

国
内
の
普
通
銀
行
、
保
険
会
社
等
が
所
有
す
る

株
式
は
、
上
場
株
式
数
の
一
〇
％
未
満
を
所
有
す
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
流
通
株
式
か
ら
除
く
。　

（
太お

お

田た

原わ
ら　

和ま
さ

房の
ぶ
）

金
融
庁
企
画
市
場
局
市
場
課
長


